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※林野火災を含む



たき火等、 火災と紛らわしい煙を発する行為を実施する場合は、

あらかじめ、 消防署への届出が必要です。

※ただし、消防署はたき火（焼却行為）を許可しているわけではありません。

宇治市消防本部ホームページも

宇治市の

火災注意報
（宇治市火災予防条例第２８条の２）

火災警報
（宇治市火災予防条例第２９条）

ご確認ください
宇治市火災予防条例第４５条　火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出

■消防署への届出について

感震ブレーカーを
もっと詳しく

消防本部予防課 ０７７４-３９-９４０２

中 消 防 署 ０７７４-３９-９４１１

西 消 防 署 ０７７４-３９-９４１３

０７７４-３９-９４１５東 消 防 署

槇島消防分署 ０７７４-３９-９４１７

感震ブレーカーはご存知ですか


